
別記－１

平成  年（    年）  月  日

○○○○事務所

　当初： 　最終：

　当初： 平成  年  月  日

　最終： 平成  年  月  日

印

評 定 者  ／満点 職

④しゅん工検査員

 ／40.0点

(／20.0点)

印

③中間検査員 印

③中間検査員 印

②総括監督員等  ／20.0点 印

①主任監督員等 印

①監督員 印

⑤法令遵守等

⑥評定点合計  ／100点

注１）中間検査があった場合　　　③、④の満点は（　）内となり、⑥＝①＋②＋③＋④－⑤

　　　中間検査がなかった場合　　⑥＝①＋②＋④－⑤

　２）中間検査が２回以上あった場合、③の評定点は平均点とする。

　３）各評定者の評定点は小数１位までとする。

　４）⑥評定点合計は、四捨五入により整数とする。

契 約 金 額

工　事　成　績　評　定　表

工 事 名

箇 所 名

現 場 代 理 人 氏 名

工 期 平成  年  月  日　～

し ゅ ん 工 年 月 日 平成  年  月  日

し ゅ ん 工 検 査 年 月 日 平成  年  月  日

中 間 検 査 年 月 日 第１回 ： 最終回 ：

受 注 者 名

主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 氏 名

増 員 主 任 （ 監 理 ） 技 術 者 氏 名

所 長 氏 名

評定点 氏　　　　　　名

点

 点 (／20.0点)

 点

点

点

点  ／40.0点



別表1

平成  年（    年）  月  日

項　　目 細　　別

Ⅰ. 施工体制一般 点 　／　3.3 点

Ⅱ. 配置技術者 点 　／　4.1 点

Ⅰ. 施工管理 点 　／ 13.0 点

Ⅱ. 工程管理 点 　／　8.1 点

Ⅲ. 安全対策 点 　／  8.8 点

Ⅳ. 対外関係 点 　／　3.7 点

Ⅰ. 出来形 点 　／ 14.9 点

Ⅱ. 品　質 点 　／ 17.4 点

Ⅲ. 出来ばえ 点 　／　8.5 点

４.工事特性（加点のみ） 　　施工条件等への対応 点 　／　7.3 点

５.創意工夫（加点のみ） 　　創意工夫 点 　／　5.7 点

６.社会性等（加点のみ） 　　地域への貢献等 点 　／　5.2 点

７.法令遵守等（減点のみ） 点 　　　　　点

評定点合計 点 　／100.0 点

項　　目　　別　　評　　定　　点

評定点／満点

１.施工体制

２.施工状況

３.出来形及び出来ばえ



別記－２

平成  年（    年）  月  日

○○○○事務所

工 事 名

契 約 金 額

工 期 ～

し ゅ ん 工 年 月 日

し ゅ ん 工 検 査 年 月 日

評 定 者

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

※中間検査があった場合、

　③、④の満点は（　）内となる。

平成  年  月  日 平成  年  月  日

工　事　成　績　修　正　評　定　表

箇 所 名

受 注 者 名

現 場 代 理 人 氏 名

主任（監理）技術者氏名

増員主任（監理）技術者氏名

評　定　点  ／満点

④しゅん工検査員

修正前

 ／40.0点

(／20.0点)

修正後

③中間検査員

修正前

(／20.0点)

修正後

②総括監督員等

修正前

 ／20.0点

修正後

①主任監督員等・監督員

修正前

 ／40.0点

修正後

⑤法令遵守等

修正前

修正後

⑥評定点合計

修正前

 ／100点

修正後



別表２

評　価　項　　目 細　　別

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

修正前 点

修正後 点

評定点合計 　／100 点

６.社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 　／　5.2 点

７.法令遵守等（減点のみ）

４.工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 　／　7.3 点

５.創意工夫（加点のみ） 創意工夫 　／　5.7 点

３.出来形及び出来ばえ

Ⅰ. 出来形 　／ 14.9 点

Ⅱ. 品　質 　／ 17.4 点

Ⅲ. 出来ばえ 　／　8.5 点

２.施工状況

Ⅰ. 施工管理 　／ 13.0 点

Ⅱ. 工程管理 　／　8.1 点

Ⅲ. 安全対策 　／  8.8 点

Ⅳ. 対外関係 　／　3.7 点

項　　目　　別　　修　　正　　評　　定　　点

評 定 点／満 点

１.施工体制一般

Ⅰ. 施工体制 　／　3.3 点

Ⅱ. 配置技術者 　／　4.1 点


